
 

 

条 例 制 定 改 廃 調 書 

条例改正に伴う新旧対照表 
 

 

 

 

 

 

平成３０年 

奈良市議会９月定例会 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

・公職選挙法の一部を改正する法律（平成

２９年法律第６６号） 

４ 制定改廃

の概要 

１．市議会議員選挙の候補者は、一定の金額内（３０,０４０円

（７円５１銭×４,０００枚）以内）で選挙運動用ビラを無料で

作成できるものとする。（第５条の２関係） 

 

２．市は、市議会議員選挙の候補者（第５条の３の届出をした者

に限る。）が同条の契約に基づきビラ作成者に支払うべき金額

のうち、選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価（７円５１銭

を限度とする。）に選挙運動用ビラの作成枚数（４，０００枚

を限度とする。）を乗じて得た金額を、ビラ作成者に対して支

払う。（第５条の４関係） 
３ 制定改廃 

の理由 

・公職選挙法の一部改正により、有権者が候

補者の政策等を知る機会をより拡充するた

め、地方公共団体の議会の議員選挙につい

ても、選挙運動用ビラの頒布が解禁される

こととなったため。 

 

・条例で定めることにより、ビラの頒布は公

費負担できるとされているため。 

 

５ 施行期日 平成３１年３月１日 担当課 選挙管理委員会事務局 
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奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和25年法律第100号。以下「法」という。）

第141条第８項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、奈良市

の議会の議員及び長の選挙における法第141条第１項の自動車（以下「選挙

運動用自動車」という。）の使用、法第142条第１項第６号のビラ（奈良市

長の選挙の場合に限る。以下「選挙運動用ビラ」という。）の作成及び法

第143条第１項第５号のポスター（以下「選挙運動用ポスター」という。）

の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和25年法律第100号。以下「法」という。）

第141条第８項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、奈良市

の議会の議員及び長の選挙における法第141条第１項の自動車（以下「選挙

運動用自動車」という。）の使用、法第142条第１項第６号のビラ（   

           以下「選挙運動用ビラ」という。）の作成及び法

第143条第１項第５号のポスター（以下「選挙運動用ポスター」という。）

の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。 

（選挙運動用自動車の使用の公費負担） （選挙運動用自動車の使用の公費負担） 

第２条 奈良市の議会の議員及び長の選挙における候補者（以下この条、第

４条、第５条            、第６条及び第８条において「候

補者」という。）は、64,500円に、その者につき法第86条の４第１項、第

２項、第５項、第６項又は第８項の規定による候補者の届出のあった日か

ら当該選挙の期日の前日（法第100条第４項又は第127条の規定により投票

を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。）まで

の日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用する

ことができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第１項（同条

第２項において準用する場合を含む。）の規定により市に帰属することと

ならない場合に限る。 

第２条 奈良市の議会の議員及び長の選挙における候補者（以下この条、第

４条、第５条、第５条の２、第５条の４、第６条及び第８条において「候

補者」という。）は、64,500円に、その者につき法第86条の４第１項、第

２項、第５項、第６項又は第８項の規定による候補者の届出のあった日か

ら当該選挙の期日の前日（法第100条第４項又は第127条の規定により投票

を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。）まで

の日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用する

ことができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第１項（同条

第２項において準用する場合を含む。）の規定により市に帰属することと

ならない場合に限る。 

（選挙運動用ビラの作成の公費負担） （選挙運動用ビラの作成の公費負担） 

第５条の２ 奈良市長の選挙における候補者は、７円51銭に選挙運動用ビラ

の作成枚数（当該作成枚数が法第142条第１項第６号に定める枚数を超える

場合には、同号に定める枚数）を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用

ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第２条ただし

第５条の２            候補者は、７円51銭に選挙運動用ビラ

の作成枚数（当該作成枚数が法第142条第１項第６号に定める枚数を超える

場合には、同号に定める枚数）を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用

ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第２条ただし
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現行 改正案 

書の規定を準用する。 書の規定を準用する。 

（選挙運動用ビラの作成の公費の支払） （選挙運動用ビラの作成の公費の支払） 

第５条の４ 市は、奈良市長の選挙における候補者（前条の届出をした者に

限る。）が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業と

する者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用

ビラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円51銭を超える場合には、

７円51銭）に当該選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて法第142

条第１項第６号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が

定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認した

ものに限る。）を乗じて得た金額を、第５条の２後段において準用する第

２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業

とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

第５条の４ 市は、           候補者（前条の届出をした者に

限る。）が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業と

する者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用

ビラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円51銭を超える場合には、

７円51銭）に当該選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて法第142

条第１項第６号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が

定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認した

ものに限る。）を乗じて得た金額を、第５条の２後段において準用する第

２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業

とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

 



 

   

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市手数料条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

・建築基準法の一部を改正する法律(平成３０

年法律第６７号) 

４ 制定改廃

の概要 

１．手数料の項目及び額について以下のように定める。（別表関

係) 

(1) 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料･･･１件

 につき２７，０００円 

(2) 仮設興行場等の建築許可申請手数料･･･１件につき１６０，

０００円 

３ 制定改廃 

の理由 

・建築基準法上の接道規制の適用除外に係る

手続の見直しに伴う手数料の整備 

 (1) 建築審査会を経ない認定（新設） 

 (2) 従来のいわゆるただし書許可 

 

・仮設興行場等の設置期間の延長特例に係る

手数料の整備 

 

５ 施行期日 
公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律附則第

１条第２号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
担当課 都市整備部 建築指導課 
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奈良市手数料条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

番号 名称 事務 金額 

略 略 略 略 

46の

３ 

 

 

 

 

略 略 略 

47 建築物の敷地

と道路との関

係の建築許可

申請手数料 

建築基準法第43条第１項ただし

書の規定に基づく建築の許可の

申請に対する審査 

１件につき 

33,000円

略 略 略 略 

71 仮設建築物 

建築許可申請

手数料 

建築基準法第85

条第５項の規定

に基づく仮設建

築物 の建築の

許可の申請に対

する審査 

 

 

 

仮設の期間が

３月以内の場

合 

１件につき 

60,000円

仮設の期間が

３月を超える

場合 

１件につき 

120,000円

略 略 略 略 
 

番号 名称 事務 金額 

略 略 略 略 

46の

３

略 略 略 

47 建築物の敷地

と道路との関

係の建築認定

申請手数料 

建築基準法第43条第２項第１号

の規定に基づく建築の認定の申

請に対する審査 

１件につき 

27,000円 

47の

２

建築物の敷地

と道路との関

係の建築許可

申請手数料 

建築基準法第43条第２項第２号

のの規定に基づく建築の許可の

申請に対する審査 

１件につき 

33,000円 

略 略 略 略 

71 仮設興行場等

建築許可申請

手数料 

建築基準法第85

条第５項の規定

に基づく仮設興

行場等の建築の

許可の申請に対

する審査 

仮設の期間が

３月以内の場

合 

１件につき 

60,000円 

仮設の期間が

３月を超える

場合 

１件につき 

120,000円 

建築基準法第85条第６項の規定

に基づく仮設興行場等の建築の

許可の申請に対する審査 

１件につき 

160,000円 

略 略 略 略 
  



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市立こども園設置条例等の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

 ４ 制定改廃

の概要 

１．奈良市立こども園設置条例の一部改正（第１条による改正） 

  辰市こども園の項、学園南こども園の項及び伏見こども園の

項を加える。（条例第２条の表関係） 

 

２．奈良市立保育所設置条例の一部改正（第２条による改正） 

  辰市保育園の項及び学園南保育園の項を削る。（条例第２条の

表関係） 

 

３．奈良市立学校設置条例の一部改正（第３条による改正） 

伏見幼稚園の項、あやめ池幼稚園の項及び辰市幼稚園の項を

削る。（条例第２条の表関係） 
３ 制定改廃 

の理由 

・奈良市幼保再編基本計画及び実施計画に基

づき、本市の取組として次のとおり再編す

るため。 

(1) 辰市保育園と辰市幼稚園を統合し、幼保 

連携型認定こども園へ移行する。 

(2) 学園南保育園を幼保連携型認定こども園 

へ移行する。 

(3) 伏見幼稚園とあやめ池幼稚園を統合し、 

幼保連携型認定こども園へ移行する。 

５ 施行期日 平成３１年４月１日 所管部課 子ども未来部 子ども政策課 
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奈良市立こども園設置条例 新旧対照表（第１条による改正） 

 

現行 改正案 

（名称、位置及び定員） （名称、位置及び定員） 

第２条 こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。 第２条 こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。 

名称 位置 定員 

略 略 略

奈良市立東登美ヶ丘こど

も園 

奈良市東登美ヶ丘四丁目21番26号 140人

 

名称 位置 定員 

略 略 略 

奈良市立東登美ヶ丘こど

も園 

奈良市東登美ヶ丘四丁目21番26号 140人 

奈良市立辰市こども園 奈良市杏町414番地の４ 215人 

奈良市立学園南こども園 奈良市学園南三丁目15番28号 255人 

奈良市立伏見こども園 奈良市菅原町367番地 170人 
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奈良市立保育所設置条例 新旧対照表（第２条による改正） 

 

現行 改正案 

（名称、位置及び保育定員） （名称、位置及び保育定員） 

第２条 保育所の名称、位置及び保育定員は、次のとおりとする。 第２条 保育所の名称、位置及び保育定員は、次のとおりとする。 

名称 位置 保育定員 

三笠保育園 奈良市西之阪町９番地 120人

辰市保育園 奈良市杏町391番地の２ 160人

略 略 略

右京保育園 奈良市右京五丁目１番地の１ 200人

学園南保育園 奈良市学園南三丁目15番28号 200人

略 略 略
 

名称 位置 保育定員 

三笠保育園 

 

奈良市西之阪町９番地 

 

120人 

 

略 略 略 

右京保育園 奈良市右京五丁目１番地の１ 200人 

略 略 略 
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奈良市立学校設置条例 新旧対照表（第３条による改正） 

 

現行 改正案 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の名称及び位置は、次のと

おりとする。 

第２条 小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の名称及び位置は、次のと

おりとする。 

種別 名称 位置 

略 略 略 

幼稚園 略 略 

奈良市立明治幼稚園 奈良市神殿町598番地の１ 

奈良市立伏見幼稚園 奈良市菅原町367番地 

奈良市立あやめ池幼稚園 奈良市あやめ池南九丁目948番

地の１ 

略 略 

奈良市立西大寺北幼稚園 奈良市西大寺赤田町一丁目６番

２号 

奈良市立辰市幼稚園 奈良市東九条町393番地の４ 

略 略 
 

種別 名称 位置 

略 略 略 

幼稚園 略 略 

奈良市立明治幼稚園 

 

 

奈良市神殿町598番地の１ 

 

 

略 略 

奈良市立西大寺北幼稚園 奈良市西大寺赤田町一丁目６番

２号 

略 略 
 

 

 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準の一部を改正する省令（平成３０年厚

生労働省令第６５号） 

 

・「家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準の運営上の取扱いについて」の一部

改正について（平成３０年４月２７日厚生

労働省子ども家庭局長通知） 

 

４ 制定改廃

の概要 

１．連携施設の確保の例外について 

代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると

認める場合は、小規模保育事業Ａ型をはじめとし、同等の能力

を有する者の適切な確保をもって、連携施設の確保を求めない

ことができる。（第７条関係） 

 

２．家庭的保育事業者が行う食事の提供について 

家庭的保育者の居宅で保育を提供する場合、市が適当と認め

る事業者からの食事の外部搬入を可能とする。（第１７条関

係） 

 

３．食事の提供の経過措置 

家庭的保育者の居宅で保育を提供する家庭的保育事業者につ

いて、自園調理に関する規定の経過措置期間を延長する。（附則

第３項関係） 

 

４．その他所要の文言整理 

３ 制定改廃 

の理由 

・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準の一部改正に伴い、所要の改正を行

う。 

５ 施行期日 公布の日 所管部課 子ども未来部 保育所・幼稚園課 
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奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問

型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、第15条第１項

及び第２項、第16条第１項、第２項及び第５項、第17条並びに第18条第１項

から第３項までにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確

実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以

上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法律第120号）第６条

第１項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第３号に

おいて同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る

連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施設」とい

う。）を適切に確保しなければならない。ただし、山間のへき地その他の地

域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて

家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第17条第２項第３号におい

て同じ。）を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問

型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、第15条第１項

及び第２項、第16条第１項、第２項及び第５項、第17条並びに第18条第１項

から第３項までにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確

実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以

上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法律第120号）第６条

第１項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第３号に

おいて同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る

連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施設」とい

う。）を適切に確保しなければならない。ただし、山間のへき地その他の地

域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて

家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第17条第２項第３号におい

て同じ。）を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等

により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に

代わって提供する保育をいう＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。）を提供するこ

と。 

(２) 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等

により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に

代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。）を提供するこ

と。 

(３) 略 (３) 略 

 ２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを

満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しないことができる。 

 (１) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 
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 (２) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 

 ３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力

を行う者として適切に確保しなければならない。 

 (１) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所

（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所におい

て代替保育が提供される場合 第28条に規定する小規模保育事業Ａ型若し

くは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において

「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 

 (２) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘

案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第17条 略  第17条 略  

２ 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。 ２ 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

 (４) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者

のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生

面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用

乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレ

ルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼児の食事の

内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市が適当と認め

るもの（家庭的保育事業者が第23条に規定する家庭的保育事業を行う場所

（第24条第２項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。附則第３項におい

て同じ。）において家庭的保育事業を行う場合に限る。） 

（設備の基準） （設備の基準） 

第29条 小規模保育事業Ａ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ａ型」と第29条 小規模保育事業Ａ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ａ型」と
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いう。）の設備の基準は、次のとおりとする。 いう。）の設備の基準は、次のとおりとする。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

(７) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）

を２階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上

に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。 

(７) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）

を２階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上

に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。 

ア 略 ア 略 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中

欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１

以上設けられていること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中

欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１

以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

略 

４

階

以

上

の

階 

略 略 

避難用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条

第３項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、

同条第１項の場合においては、当該階段の構造

は、建築物の１階から保育室等が設けられている

階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコ

ニー又は外気に向かって開くことのできる窓若し

くは排煙設備（同条第３項第１号に規定する国土

交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有

効に排煙することができると認められるものに限

る。）を有する付室を通じて連絡することとし、

かつ、同条第３項第２号、第３号及び第９号を満

たすものとする。） 

２・３ 略 
 

階 区分 施設又は設備 

略 

４

階

以

上

の

階 

略 略 

避難用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条 

第３項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、

同条第１項の場合においては、当該階段の構造

は、建築物の１階から保育室等が設けられている

階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコ

ニー又は付室（階段室が同条第３項第２号に規定

する構造を有する場合を除き、同号に規定する構

造を有するものに限る。）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿       ＿＿を通じて連絡することとし、

かつ、同条第３項第３号、第４号及び第10号を満 

たすものとする。） 

２・３ 略 

ウ～ク 略 ウ～ク 略 

（設備の基準） （設備の基準） 
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第44条 事業所内保育事業（利用定員が20人以上のものに限る。以下この条、

第46条及び第47条において「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う

事業所（以下「保育所型事業所内保育事業所」という。）の設備の基準は、

次のとおりとする。 

第44条 事業所内保育事業（利用定員が20人以上のものに限る。以下この条、

第46条及び第47条において「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う

事業所（以下「保育所型事業所内保育事業所」という。）の設備の基準は、

次のとおりとする。 

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略 

(８) 保育室等を２階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室

等を３階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであるこ

と。 

(８) 保育室等を２階に設ける建物は、次のア、イ及びカの要件に、保育室

等を３階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであるこ

と。 

ア 略 ア 略 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中

欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１

以上設けられていること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中

欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１

以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

略 

４

階

以

上

の

階 

略 略 

避難用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３

項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第

 １項の場合においては、当該階段の構造は、建築物

 の１階から保育室等が設けられている階までの部分

 に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気

 に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備（同

条第３項第１号に規定する国土交通大臣が定めた構造

方法を用いるものその他有効に排煙することができる

と認められるものに限る。）を有する付室を通じて連

絡することとし、かつ、同条第３項第２号、第３号及

び第９号を満たすものとする。） 

２・３ 略 
 

階 区分 施設又は設備 

略 

４

階

以

上

の

階 

略 略 

避難用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３

項各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第

１項の場合においては、当該階段の構造は、建築物

の１階から保育室等が設けられている階までの部分

に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室

（階段室が同条第３項第２号に規定する構造を有す

る場合を除き、同号に規定する構造を有するものに

限る。）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を通じて連

絡することとし、かつ、同条第３項第３号、第４号

及び第10号を満たすものとする。） 

２・３ 略 
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ウ～ク 略 ウ～ク 略 

（連携施設に関する特例） 

第46条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当

たって、第７条第１号＿＿＿及び第２号に係る連携協力を求めることを要し

ない。 

（連携施設に関する特例） 

第46条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当

たって、第７条第１項第１号及び第２号に係る連携協力を求めることを要し

ない。 

附 則 附 則 

１ 略 １ 略 

（食事の提供の経過措置） （食事の提供の経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿において現に存す

る法第39条第１項に規定する業務を目的とする施設又は事業を行う者＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿が、この条例の施行の日後に家庭的保育事業

等の認可を得た場合においては、この条例の施行の日から起算して５年を経

過する日までの間は、第16条、第23条第４号（調理設備に係る部分に限

る。）、第24条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第29条第１号

（調理設備に係る部分に限る。）（第33条及び第49条において準用する場合

を含む。）及び第４号（調理設備に係る部分に限る。）（第33条及び第49条

において準用する場合を含む。）、第30条第１項本文（調理員に係る部分に

限る。）、第32条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第34条第１号

（調理設備に係る部分に限る。）及び第４号（調理設備に係る部分に限

る。）、第35条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第44条第１号

（調理室に係る部分に限る。）及び第５号（調理室に係る部分に限る。）、

第45条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）並びに第48条第１項本文

（調理員に係る業務に限る。）の規定は、適用しないことができる。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において現に存す

る法第39条第１項に規定する業務を目的とする施設又は事業を行う者（次項

において「施設等」という。）が、施行日後に＿＿＿＿＿＿家庭的保育事業

等の認可を得た場合においては、施行日から＿＿＿＿＿＿起算して５年を経

過する日までの間は、第16条、第23条第４号（調理設備に係る部分に限

る。）、第24条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第29条第１号

（調理設備に係る部分に限る。）（第33条及び第49条において準用する場合

を含む。）及び第４号（調理設備に係る部分に限る。）（第33条及び第49条

において準用する場合を含む。）、第30条第１項本文（調理員に係る部分に

限る。）、第32条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第34条第１号

（調理設備に係る部分に限る。）及び第４号（調理設備に係る部分に限

る。）、第35条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第44条第１号

（調理室に係る部分に限る。）及び第５号（調理室に係る部分に限る。）、

第45条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）並びに第48条第１項本文

（調理員に係る業務に限る。）の規定は、適用しないことができる。 

 ３ 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業（第23条に規定する

家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。）の認可を得た

施設等については、施行日から起算して10年を経過する日までの間は、第16

条、第23条第４号（調理設備に係る部分に限る。）及び第24条第１項本文
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（調理員に係る部分に限る。）の規定は、適用しないことができる。この場

合において、当該施設等は、第３条に規定する利用乳幼児への食事の提供を

同条に規定する家庭的保育事業所等内で調理する方法（第11条の規定によ

り、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福

祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。）により行うために必要

な体制を確保するよう努めなければならない。 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

３ 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・

子育て支援法第59条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な

支援を行うことができると市が認める場合は、第７条第１項本文の規定にか

かわらず、この条例の施行の日から起算して５年を経過する日までの間、連

携施設の確保をしないことができる。 

４ 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・

子育て支援法第59条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な

支援を行うことができると市が認める場合は、第７条第１項本文の規定にか

かわらず、施行日＿＿＿＿＿＿から起算して５年を経過する日までの間、連

携施設の確保をしないことができる。 

（小規模保育事業Ｂ型等に関する経過措置） （小規模保育事業Ｂ型等に関する経過措置） 

４ 第32条及び第48条の規定の適用については、家庭的保育補助者は、この条

例の施行の日から起算して５年を経過する日までの間、第32条第１項及び第

48条第１項に規定する保育従事者とみなす。 

５ 第32条及び第48条の規定の適用については、家庭的保育補助者は、施行日

＿＿＿＿＿＿から起算して５年を経過する日までの間、第32条第１項及び第

48条第１項に規定する保育従事者とみなす。 

（利用定員に関する経過措置） （利用定員に関する経過措置） 

５ 小規模保育事業所Ｃ型にあっては、第36条の規定にかかわらず、この条例

の施行の日から起算して５年を経過する日までの間、その利用定員を６人以

上15人以下とすることができる。 

６ 小規模保育事業所Ｃ型にあっては、第36条の規定にかかわらず、施行日＿

＿＿＿＿＿から起算して５年を経過する日までの間、その利用定員を６人以

上15人以下とすることができる。 

 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（全部改正） 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準の一部を改正する省令（平成３

０年厚生労働省令第４６号） 

４ 制定改廃

の概要 

１．基準省令の一部改正に伴う規定の整備 

（基準省令の改正内容） 

(1) 放課後児童支援員の資格要件の拡大 ５年以上放課後児童

健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めた者

も対象とする。 

(2) 放課後児童支援員に係る規定の明確化 

 

２．条例の構造の変更 

本市の独自基準を列挙するとともに、基準省令どおりの基準

とする部分については基準省令を引用する旨の規定を置く形に

改める。 
３ 制定改廃 

の理由 

・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準の一部改正に伴い、当該事業に

係る本市の基準を定める条例について所要

の改正を行う。 

 

・上記と併せて、本市の独自基準の明確化の

観点から、条例の構造を、基準省令を引用

する方式に改める。 

 

５ 施行期日 公布の日 所管部課 学校教育部 地域教育課 
                                                



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市共同浴場条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

 ４ 制定改廃

の概要 

１．第２条の表から、奈良市横井共同浴場の項を削る。 

 

３ 制定改廃 

の理由 

・横井共同浴場について、浴場の管理人のな

り手がいなくなり、及び利用者が減少して

いるとして、指定管理者から指定取消しの

申出があった。これに対し本市として、新

たに指定管理者を指定し、また直営により

浴場を継続することはできないと判断した

ことから、同浴場を廃止するため。 

５ 施行期日 公布の日 所管部課 市民活動部 人権政策課 
                                                



議案番号 ９３ 

1/1  

奈良市共同浴場条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 共同浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 共同浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置   名称 位置  

 奈良市東之阪共同浴場 奈良市東之阪町14番地の４   奈良市東之阪共同浴場 奈良市東之阪町14番地の４  

 奈良市横井共同浴場 奈良市横井二丁目250番地の13    

 奈良市古市西共同浴場 奈良市古市町1,503番地の１   奈良市古市西共同浴場 奈良市古市町1,503番地の１  

 奈良市杏中共同浴場 奈良市杏町386番地の１   奈良市杏中共同浴場 奈良市杏町386番地の１  

  

 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

 ４ 制定改廃

の概要 

１．一般廃棄物処理手数料（ごみ、燃え殻等の処分）の金額を次

のように改める。（別表第１関係） 

(1) 一般家庭が臨時に自ら搬入するもの 

６０円 → １００円 

(2) 上記以外のもの 

１００円 → １６０円 

 

２．産業廃棄物処分費用の金額を次のように改める。（別表第２

関係） 

２００円 → ２６０円 
３ 制定改廃 

の理由 

・一般廃棄物処理手数料を改定し、受益者の

費用負担の適正化を図るとともに、経済的

インセンティブを活用した一般廃棄物の排

出抑制や再使用、再生利用を促進するた

め。 

 

・産業廃棄物処分費用をごみ処理原価相当に

改定し、事業者による自己処理の原則の徹

底を図るため。 

５ 施行期日 平成３１年４月１日 所管部課 環境部 環境政策課 
                                                



議案番号 ９４ 

1/1  

奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

別表第１（第15条関係） 別表第１（第15条関係） 

一般廃棄物処理手数料 一般廃棄物処理手数料 

 区分 単位 金額   区分 単位 金額  

 ごみ、燃

え 殻 等

の処分 

一般家庭が

臨時に自ら

搬入するも

の 

100キログラムを超える10キロ

グラム（10キログラム未満は、

10キログラムとみなす。）につ

き 

60円 ごみ、燃

え 殻 等

の処分 

一般家庭が

臨時に自ら

搬入するも

の 

100キログラムを超える10キロ

グラム（10キログラム未満は、

10キログラムとみなす。）につ

き 

100円

上記以外の

もの 

10キログラム（10キログラム未

満は、10キログラムとみなす。）

につき 

100円 上記以外の

もの 

10キログラム（10キログラム未

満は、10キログラムとみなす。）

につき 

160円

略 略 略 略 略 略

備考 略 備考 略 

別表第２（第25条関係） 別表第２（第25条関係） 

産業廃棄物処分費用 産業廃棄物処分費用 

 単位 金額   単位 金額  

 10キログラム（10キログラム未満は10キログラムとみ

なす。）につき 

200円 10キログラム（10キログラム未満は10キログラムとみ

なす。）につき 

260円

  

 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

 ４ 制定改廃

の概要 

１．次に掲げる５法人が、指定の更新を行わないため、別表から

削る。（別表関係） 

(1) 特定非営利活動法人アゴラ音楽クラブ  

(2) 特定非営利活動法人この指とまれ21 

(3) 特定非営利活動法人奈良ストップ温暖化の会 

(4) 特定非営利活動法人奈良国際協力サポーター 

(5) 特定非営利活動法人 宙
おおぞら

塾
じゅく

 

 

２．次に掲げる１法人が、指定の更新を行うため、控除対象とな

る寄附金の支出の期間を平成３０年１０月１日から平成３５年

９月３０日までに改める。（別表関係） 

 (1) 特定非営利活動法人奈良芸能文化協会 

３ 制定改廃 

の理由 

・平成２５年度に指定した団体の更新時期が

到来したことにより、別表に規定されてい

る法人の構成、対象期間等に変更があった

ため。 

５ 施行期日 公布の日（平成３０年１０月１日から適用） 所管部課 市民活動部 協働推進課 
                                                



議案番号 ９５ 
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奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

別表 別表 

 
名称 

主たる事務所の所

在地 

控除対象となる寄附金の

支出の期間 

  
名称 

主たる事務所の所

在地 

控除対象となる寄附金の

支出の期間 

 

 特定非営利活動法人アゴ

ラ音楽クラブ 

奈良市富雄北一丁

目12番４号 

平成25年１月１日から平

成30年９月30日まで 

  特定非営利活動法人奈良

芸能文化協会 

奈良市西大寺東町

二丁目４番１号 

平成30年10月１日から平

成35年９月30日まで 

 

 特定非営利活動法人この

指とまれ21 

奈良市西笹鉾町16

番地の10 

平成25年１月１日から平

成30年９月30日まで 

   

 特定非営利活動法人奈良

ストップ温暖化の会 

奈良市二条町二丁

目５番３号 

平成25年１月１日から平

成30年９月30日まで 

   

 特定非営利活動法人奈良

芸能文化協会 

奈良市西大寺東町

二丁目４番１号 

平成25年１月１日から平

成30年９月30日まで 

   

 特定非営利活動法人奈良

国際協力サポーター 

奈良市右京四丁目

９番地の13 

平成25年１月１日から平

成30年９月30日まで 

   

 特定非営利活動法人 宙
おおぞら

塾
じゅく

 

奈良市北永井町12

番地の１ 

平成25年１月１日から平

成30年９月30日まで 

   

 略 略 略   略 略 略  

  

 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市営駐車場条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

 ４ 制定改廃

の概要 

１．ＪＲ奈良駅第１・第２駐車場の駐車料金の見直し（第４条関係） 

・ＪＲ奈良駅第１・第２駐車場に利用料金制を導入する。利用料金

の額は、条例別表第１に規定する額の範囲内において、指定管理

者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。 

(1) 定期利用以外の場合 

【
現
行
】 

駐車時間 駐車料金 

５時間以内の場合 30分までごとにつき150円 

５時間を超える場合 1,500円 

※駐車時間が24時間を超える場合、24時間につき1,500円 

↓  

【
改
正
案
】 

駐車時間 利用料金の上限 

午前６時から翌日午前０時30分まで

の間に駐車する場合 

20分までごとにつき100円

（その額が900円を超える場

合にあっては、900円） 

午前０時30分を超えて駐車する場合 1,200円 

※駐車時間が24時間を超える場合、24時間につき1,200円 

(2) 定期利用の場合（１箇月につき） 

【現行】10,000円 → 【改正案】利用料金の上限15,000円 

２．駐車料金の減免（第４条関係） 

・障害者の駐車料金について、現行条例は不徴収としているが、Ｊ

Ｒ奈良駅第１・第２駐車場については減免制度に移行することと

する（具体的な減免割合は規則で定める）。 

３ 制定改廃 

の理由 

・指定管理者により管理を行っている奈良

市営ＪＲ奈良駅第１駐車場及び第２駐車

場について、利用料金制を導入するとと

もに、料金体系の見直しを行うもの。 

 

５ 施行期日 平成31年４月１日 所管部課 建設部 土木管理課 
 



議案番号 ９６ 

1/2 

奈良市営駐車場条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（駐車料金） （利用料金等） 

第４条 駐車場を利用する者（以下「利用者」という。）は、次の各号に掲げ

る駐車場の区分に応じ、当該各号に定める駐車料金（以下「駐車料金」とい

う。）を納付しなければならない。 

第４条 駐車場を利用する者（以下「利用者」という。）は、次の各号に掲げ

る駐車場の区分に応じ、当該各号に定める利用料金を支払い、又は使用料  

   を納付しなければならない。 

(１) ＪＲ奈良駅第１駐車場及びＪＲ奈良駅第２駐車場 別表第１に定める

駐車料金 

(１) ＪＲ奈良駅第１駐車場及びＪＲ奈良駅第２駐車場 次項に定める利用

料金 

(２) 西部会館駐車場 別表第２に定める駐車料金 (２) 西部会館駐車場 別表第２に定める使用料 

 ２ 利用料金は、別表第１に規定する額の範囲内において、指定管理者があら

かじめ市長の承認を得て定める額とする。 

 ３ 地方自治法第244条の２第８項の規定に基づき、市長は、指定管理者に利

用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。 

 ４ 指定管理者は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、利用料金

を減免することができる。 

２ 市長は、規則で定めるところにより、駐車料金            

       の10パーセント以内の割引をした額をもって回数券を発行す

ることができる。 

５ 市長は、規則で定めるところにより、利用料金又は使用料（以下「駐車料

金」という。）の10パーセント以内の割引をした額をもって回数券を発行す

ることができる。 

（割増金） （割増金） 

第７条 市長       は、駐車料金の徴収を不法に免れた者から、その

免れた額のほか、その免れた額の２倍に相当する額の割増金を徴収すること

ができる。 

第７条 市長又は指定管理者は、駐車料金の徴収を不法に免れた者から、その

免れた額のほか、その免れた額の２倍に相当する額の割増金を徴収すること

ができる。 

（損害賠償） （損害賠償） 

第９条 利用者は、駐車場の施設等をき損し、又は滅失したときは、市長の定

める損害額を賠償しなければならない。 

第９条 利用者は、駐車場の施設等を毀損し、又は滅失したときは、市長の定

める損害額を賠償しなければならない。 

２ 略 ２ 略 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 
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現行 改正案 

１ 駐車時間が24時間以内の場合の駐車料金   （定期利用を除く。）

（１台につき） 

１ 駐車時間が24時間以内の場合の利用料金の上限（定期利用を除く。）

（１台につき） 

駐車時間 駐車料金 

５時間以内の場合 30分までごとにつき150円 

 

 

５時間を超える場合 1,500円 
 

駐車時間 利用料金の上限 

午前６時から翌日午前０時30分まで

の間に駐車する場合 

20分までごとにつき100円（その額

が900円を超える場合にあっては、

900円） 

午前０時30分を超えて駐車する場合 1,200円 

２ 駐車時間が24時間を超える場合の駐車料金   （定期利用を除く。）

（１台につき） 

２ 駐車時間が24時間を超える場合の利用料金の上限（定期利用を除く。）

（１台につき） 

駐車時間24時間につき1,500円とし、当該駐車時間に24時間未満の端数

があるときは当該端数について１の表を適用して得た駐車料金   を加

えた額とする。 

駐車時間24時間につき1,200円とし、当該駐車時間に24時間未満の端数

があるときは当該端数について１の表を適用して得た利用料金の上限を加

えた額とする。 

３ 定期利用の場合の駐車料金   （１台につき） ３ 定期利用の場合の利用料金の上限（１台につき） 

１箇月につき10,000円 １箇月につき15,000円 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

１ 入庫した日に出庫する場合の駐車料金（定期利用を除く。）（１台につ

き） 

１ 入庫した日に出庫する場合の使用料 （定期利用を除く。）（１台につ

き） 

 

区分 駐車時間 駐車料金 

略 略 略 

略 略 

備考 略 

区分 駐車時間 使用料 

略 略 略 

略 略 

備考 略 

２ 入庫した日の翌日以後に出庫する場合の駐車料金（定期利用を除く。）

（１台につき） 

２ 入庫した日の翌日以後に出庫する場合の使用料 （定期利用を除く。）

（１台につき） 

入庫した日について１の表を適用して得た駐車料金に、午前０時を越え

るごとに2,000円を加えた額とする。 

入庫した日について１の表を適用して得た使用料 に、午前０時を越え

るごとに2,000円を加えた額とする。 

３ 定期利用の場合の駐車料金（１台につき） ３ 定期利用の場合の使用料 （１台につき） 

１箇月につき15,000円 １箇月につき15,000円 
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